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自立援助ホームＨｏｌｏｋａｉの家 運営規程 

(事業の目的) 

第１条 社会福祉法人 岐阜羽島ボランティア協会（以下「法人」という。）が「Ｈｏｌｏｋ

ａｉ」(以下「事業所」という。)で実施する自立援助ホームは、少人数での共同生活の中で、

日常生活とともに就労、就学支援等を行うことにより、児童の社会的自立生活を支援する。 

 (運営の方針) 

第２条 事業所は、利用者主体を基本とし、児童の人権を守り地域生活における生活の自立と

社会的自立を目指した支援を行う。 

(1)児童の身体及び精神の状況並びにそのおかれている環境に応じて共同生活住居における食

事の提供、健康管理、その他の日常生活上の相談援助を適切に行う。

(2)日常生活、社会生活の自立に向けた、就労および就学支援、地域生活支援等を行う。

(3)児童の意思及び人格を尊重して、常に児童の立場に立った支援を行う。

(4)事業の運営に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、企業、学校、他の社会福

祉・保健医療事業者、関係機関等との連携に努める。

(5)利用者主体を基本とし、支援の質の向上に努めるとともに常に利用者が理解できるよう説

明する。

(事業所の名称等) 

第３条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

名  称   Ｈｏｌｏｋａｉの家 

所在地   羽島市 

(職員の職種、員数及び職務の内容) 

第４条  事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 

(1) 管理者（指導員） １人 （常勤・専従）

生活支援全般支援、事業の管理運営、地域連携及びスーパーバイズ等に関すること

(2) 指導員 ３人 （常勤・専従）

自立生活へ向けた健康管理・金銭管理の援助、自立生活に必要な援助、就労・相談支援

等を行う。

(3) 補助員 若干名 （非常勤）

指導員補助、宿直

(入居定員) 
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第５条 利用者の入居定員は、男子９名とする。 

 

(事業の内容) 

第６条 事業所が提供する具体的な事業内容は次のとおりとする。 

 (1) 住居の提供 

 (2) 食事の提供 

 (3) 健康管理・金銭管理の援助 

 (4) 余暇活動の援助 

 (5) 職場・学校及び関係機関等との連絡・調整 

 (6) 日常生活・地域生活・就労相談 

 (7) 急病等緊急時の対応 

 (8) 日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等の代行 

 

(利用料等) 

第７条 支援の提供については、次の利用者負担額の支払いを受ける。 

 (1) ホーム利用料   １か月 ２万５千円（光熱水費、食費を含む） 

 (2) 前各号に掲げるもののほか事業おいて提供される便宜のうち日常生活において通常必

要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる

もの。 

２ 第１項の費用の額に関わる支援に当たっては、利用者に対しその支援内容及び利用につい

て説明を行い、利用者の同意を得る。 

 

(所持品等の保管) 

第８条 利用者又は身元引受人等（以下「利用者等」という。）が自己で管理できない所持品

等の保管を希望するときは、あらかじめ定められた書面で利用者等に説明し同意を得る。 

２ 利用者から預り金等の管理を行う場合は、「Ｈｏｌｏｋａｉ」利用者預り金等の管理に関

する規程により処理する。 

 

(緊急時等における対応方法) 

第９条 事業所は、利用者において病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、当該利用

者の主治医又は協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講ずる。 

２ 事業所は、利用者の状況に応じた適切なサービスの提供を行うことができるよう、子ども

相談センター、児童家庭支援センター、学校、警察、ハローワーク、就労先企業、その他関
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係機関との連携を深め、適切な支援体制を確保する。 

 

（非常災害対策） 

第１０条 支援中に天災及びその他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措

置を講ずる。また、防火管理者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、従業者に周知徹

底を図るとともに、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には、避難等の

指揮をとる。また、非常災害に備えるため避難、救出その他必要な訓練を定期的（年２回以

上）に行う。 

 

（書面の交付） 

第１１条 事業所は、利用者に対して、運営規程、勤務体制、苦情受付窓口、その他支援の内

容を記した書面を交付して説明を行う。 

 

（支援の記録） 

第１２条 事業所は、支援した際、その提供日、内容、利用者負担額その他必要な事項を記録

し、その完結の日から５年間保存する。 

 

（勤務体制の確保等） 

第１３条 管理者は、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質の向上を図るため、

研修の機会を次のとおり設ける。 

 (1) 採用時研修 各職場実習、事業所の指定する研修など 

 (2) 継続研修  年１回以上（指定された専門研修） 

 (3) 随時研修  必要と認められる研修 

 

（衛生管理） 

第１４条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び飲用に供する水について、

衛生的に管理し、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、感染症の予防に関しても必要な

措置を講ずる。 

 

（重要事項の掲示） 

第１５条 事業所は、施設内の見やすい場所に、運営理念・方針、その他重要事項を掲示する。 

 

(秘密保持) 



 

4 

 

第１６条 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を第三

者に漏らしてはならない。 

２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の条件と

する。 

 

（利用者の権利及び虐待に関する事項） 

第１７条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な

体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。 

 

(苦情解決) 

第１８条 事業所は、利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置そ

の他必要な措置を講ずる。 

 

（事業評価） 

第１９条 事業所は、支援の質の向上と運営の適正化を図るため、年1回事業の自己評価を行

うこととする。また、外部評価機関によるサービス評価を受けることに努める。 

２ 評価の結果については、法人ホームページ等で公表する。 

 

(損害賠償) 

第２０条 支援の提供により賠償すべき事故等が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 

 

(その他) 

第２１条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者・

従業者及び利用者との協議に基づいて定める。 

 

附 則 １ この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 


